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足立区の 昭和59年3 月1 日現 在

● 人 口　628, 697 人
● 拠出年金被保険者数　138, 072人

● 拠出年金受給権者数　28, 213 人

● 福祉年金受給権者数　11, 517 人

東 京 都 足 立 区 役 所
〒120　東京都足立区千住1丁目4番18号

( 882) 1111国民年金特集

老後の過ごし方 ( 第12回足立区政に関する世論調査より)
20代 ～60 代　1640 名

あなたは老後の過ごし方についてどのようにお考えですか。
ご自分の考え方に近いものを1つだけ選んで下さい。
1　 自分の趣味を持ちのんびり暮らしたい
2　研究や学習・勉強に取り組みたい
3　できるだけ働き続けたい
4　 社会福祉のための奉仕活動や地域活助に参加したい
5　 とくに考えていない

( 鯛 賚鵬果は3 面に龜せてあります1

人生の4 分の1 近くをI l iめる老後の生活か充実したものになるかどうか
は、個人の生活のしかたや社会とのかかわり方によって違ってくると思わ

れます。
若い頃から老後の生活設計を立てているゐもいれば。そうでもない方も
おり、老後に対する考え方もさまざまです。

確実にやってくる老後を安心して暮らせるよう若いうちから準備してお
きたいものです。

「大 きくな～ れ」　国民 年金

にしおか　たかし
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どうしてなんで廴よう?
鈴木さんと佐蒔さんは66歳ダ 可じ年船。
おや?2 入の受け取る釦が恵 、ていました。
変ですね、ML 期間! 杓18¥! 、同じ保険1=iをむふ ていたのに… ……
j l , ; , 1を,よく兒ると、

錨木さんは65癨から、佐藤さんは6a康から年金を受け取り始めていたのです。
今、飴木さんは月に　37, 783円、隹薦さんは月21, 916円燮り取っています。
今 ま でに 鈴 木 さ ん, l j 906, 81 〕111

、佐 藤 さん, j 1, 1j , l j , 501j円y) 乍

金 を受 け 取 っ た こ とに な り ます 。

こ の ま ま¥ 金 を 受CI 取6 て

い く と 、70 歳 で 齢 本 さ ん は 佐

藾 さ ん の 節 を 越 え ま す 。

8 夲 への 平 均 番 命l j SO 歳 近

く に 伸 び て い ま す 。さ て 、あ な

た な ら ど ち ら に し ま す … ……

年 令 朏 求 に つ い て の

お問い合わせは 給付係 内線392 ～393

卩丿呷71Fn, , ● , nl t l 1, 21;

まあまあ…… …ご存知ですか?

現在両尺年金に加入している方で、生活保護をうけていたり、

病気や収 へか不安定などの理由で生謡が苦しく、保険l =lを納めるこ
とか困曜な場合には、保険料のF 免除J a, j度 かありま,仁
「免除」は承認されますと、保険料を納めなくとも未納にはなら

ずに、受給に必要な期間にも計算することができ、その期間につ
いても3 分の1 の年金を受けることができます、
また、10年以内であれば免除していrご当時ソj貨挧て,保険h を納

めることかできま九 この制暖を 迫峭j と1, 11ます 迫蚋」を
すれば、1屎険抖を納めていたぢとi j じ匐で受けl 、れます。

ですから、今納めることが困羅な方は、・・入で悩ます年令f 帳
と印鑑をも・)て区役所国民年令課またはお近くの出張所でF 続き
をとりましj う。

また、ついううかり俥農科を納め忘れがちという方には塵行の
口塵振替による納付をおすすめL ます。f 絞きは年忿手帳、銀行
の通帳、通帳の届I出印を持参のうえ鎭行で行な9 てくだない、

免除, 凵座振替 、納付記録についての
お問い合わせは　記録係　内輿394 ～395

ちょっときびしい6, 220円。

またかと思われるかもしれませんか、保険料が昭和59年4

月からl ヶ月6, 220円に値上りします。
なぜ、こうも値上げをする必要があるのかとお考えにな

られる方 もいらっL やいますが、今お支払いいただいてい
る保険料の餌l j、将来給付に要する費用の予想額と財政の
つりあいを保つため、毎年段階的に引き上げられることに
なっているのです。
国民年金の場合、強制加入であろうと任廊細入であろう

と、また年齢、所得に関係な( 同じ翻の保険料です。
ちなみに、25年納めた方の年金給付額( 65 歳廸求口j 565, 50a

円{ 年額} 。年全制度か始まった昭和36年4 月から
現在の昭和59年3 月まで支払保険科の総額l j 約釦万9 千円(
付加保険料なし) です。

また年金給付に必要な費用は国で3 分の1 を負担してお
ります。

納付書をなくしてしまったときなど、保険科についての
お問い合わせは 検認係　内緯　96～399

ちょっと待ってください。
八百屋さんの言う通りでいいのでしまうか。
国民年金の加入には強制加入と任車加入の2 通りがあります。

強 制 加 入

農業 、漁桑・商工業, 医師・建築業, 弁
騷士などの自営欒の方で厚生年金や共済
岨合などの練像険者年金飼度に加入して
いない方

任 意 加 入

厚 生 卑 金 や 夫 蘯 朗 合な ど 斑 洫 入 者・ 配 偶

者, 年 金 や 恩 綸 を 變 雌 と る こ と が で き る

方 と そ の 配 偽 者 ・ 闘 櫛 区 霤 町 。 眼 会 嵋) 驤

飃 と そ の 配 債 者 ・ 昼間 耨 の 大 学 生

ですから、八百屋さんと八百屡さんの奥さんはどうしても加入しなければならな
い強制加入者です。

また遇去の厚生年金細入期胃ですが、国民年金とつなげて25年以上の網間( 納
忖または免除) がなけれぱ、将来年金を受11ることができなくなってL まいます。

八 百 屋 さ ん の

場 合
厚 生 年 金13 年 + 国民年金 = 25年以上

年をとってからでは手おくれになってしまいます。このような方は、早速手続
きをしてください。

加入の手続きについてのお問い合わせは　油用保 内饑3 鈍～SU
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こんなときにも年金が受けられます

障害年金 病気やけがをして身体障害者になったとき。
年金額1 級障害703, 500 円2 級障害562, 800 円
般近1 年以上保険料を納めている人。

母子年金 妻が夫を亡くし18才未満の子がいるとき。
年金額562, 800 円2 人目の子には60, 000円加算
夫の死亡で他の公的年金制度から遺族年金が受けら

れないときは180, 000円の母子加算。最近1 年以上
保険料を納めている人。

準母子年金 女の人が夫や父、息子を亡くし18才未満の孫や弟妹
と一緒にくらしているとき。
年金額 母子年金と同じ。

遺 児 年 金 父や 毋を亡 くし18 才 未満 の子だけ 残さ れたとき。

年 金額562, 800 円2 人目の 子は60, 000 円 加算
父や 毋が最近1年以上保険 料を納めているときその子に。

寡 婦 年 金 夫が年 金を受け ずに亡くなったとき( 婚姻期間10年以上) 。
年 金額 夫 の老齢年 金額の半 額

亡 くなっ た夫 が老齢年 金を受け る条件 を満たし てい

るとき60才か ら65才 になる までの間その 妻に。

死亡一時金 保険 料 を納めてい た人が亡 くなった とき。

一時 金23, 000 円～52, 000 円

亡 くなっ た人が3 年以 上保険 料を納め てい た とき、

その遺族に。

現況届を忘れずに 年 金 を受 給して いる方

● 老 齢年金・ 通算老 齢年金 を受 けてい る方

誕生 月の初めに 、社会保険庁 から現 況届の用紙が郵送されます。
現況 届に 必要事項 を記 入押印して 、住民登録 のある出張 所 または

本籍 地の区( 市) 役所で証明 を受 けて 、必ず 月末までに 郵送して

くだ さい 。

● 母子・陣書・寡婦・遺児年金を受けている方
4 月下旬に区役所から現況届の用紙を郵送します。
住所の変更や家族構成の変わらない方は現況届に必要事項を記
入し、押印して期日までに提出してください。
現況届を提出しないと年金の支払いが差し止めになります。

楽
し い 旅

に

国民年金保養センター全国36 ヶ所

公営だから堅苦しいのでは……

そんなことはありません

一般のホテルや旅館の良い点を

見習っておもてなしをしています

利用については

直接保養センターへ

利用料金( 一泊2 食付)
被保険 者
受給権者 3, 500円～4, 500円

一 般4, 000 円～5, 000円
小中学生3, 400 円～4, 200円

保険料積立金の還元融資

国民年金保険料は、年金
支払いのための財源として

犢立てられるほか、地方公
共団体に長期低利で融資さ
れ、児童館、老人館、プー
ルなどの福祉施設建設に役
立てられています。

昭和58年度に融資をうけた施設
舎 人 老 人 館

伊 具 老 人 館

野外活 助セ ンター
( 仮称)青少年自然の村

国民年金ことぶき友の会

老齢年金・通算老齢年金を受けていらっしゃる方々のたのしい
集まりです。あなたの入会をお待ちしております。
ことぶき友の会では、安い費用で会貝の親睦旅行を行うほか、

各種のレクリェーションなどの、いろいろな行事を行います。

● くわしくは――ことぷき友の会事務局へ
千代田区丸の内3 ―8 ―1　 電話( 211) 1905


